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水先人の養成について



横須賀水先人　　加門　進一

　東方に新天地を求め、日向の国（宮崎県）から瀬戸内海を経由し、紀の国（和歌山県）にいたる神武

天皇の東征の際、御船が速吸門（豊予海峡）にさしかかると、小舟に乗ったひとりの漁夫と出会った。「汝

は誰ぞ」と尋ねたところ「僕は国つ神なり」と答え、「汝は海道を知れりや」と尋ねると「能く知れり」と

応じた。よって、御船から棹を差し伸べ、その「国つ神」を御船に乗り移らしめ、「槁根津日子」という名

を与え、水先案内をさせた。

　この「国つ神」（槁根津日子）が日本のパイロットの元祖と言われている。

（注）吉備（岡山県）の高嶋の宮から東に向かう途中に速吸門で「国つ神」と出会ったことになっている

　　 が、速吸門は豊予海峡のことであり、地理的な誤解があったと考えられている。

神　話　に　登　場　す　る　水　先　人

[参考文献]　 「古事記」

　　　　　　「海の英語」　著者：佐波宣平氏

　　　　　　「面白いほどよくわかる古事記」　著者：島崎晋氏

　　　　　　  横須賀水先人　古門昭生氏のホームページ

　　　　　　「海のパイロット」　http://www014.upp.so-net.me.jp/pilot-ak/
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第 43 回　通　常　総　会

荒銀昌治会長の挨拶

（関連記事 9 頁）総会風景

芦見信孝新会長の就任挨拶

ベストクオリティーシップ賞 2005 の表彰
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会長就任にあたって

この度，第43回通常総会におきまして荒銀会長の後任として第

12代会長に選任いただきました。

微力ではありますが，誠心誠意努める所存でございます。皆様の

ご支援ご協力をお願い致します。

さて，一昨年来，取り進められて参りました水先制度改革は，多

くの関係者の皆様方のご尽力を頂き，新水先法は平成19年4月施行

の運びとなりました。

関連項目の詳細については，今も検討が続いております。相互に

関連性があり，多くの関係者の方々との合意形成を要しますが，年

内には纏まるのではないかと考えております。

従いまして本年度は，私達水先人にとって新水先法施行に備えて

種々の対応を進めていく年となります。

まず，来年4月1日までに，全国各水先区毎に法人水先人会を設

立すること，特に東京湾，伊勢湾，大阪湾の三大湾では，現在の複

（社）日本パイロット協会
会長 芦見　信孝



数水先人会を統合の上，単一の広域水先区として法人水先人会を設

立しなければなりません。

また，昭和39年に発足した日本パイロット協会は，来年7月まで

に全国の水先人会を会員とする「日本水先人会連合会」として組織

され，各地法人水先人会と共に適正化団体として位置付けられるこ

ととなります。かかる変動期にあっても水先業務の安全の保持，無

事故の継続，円滑な水先業務の遂行が私達水先人の至上命題である

ことに変わりはありません。

我々水先人は，毎日事故と隣り合わせの仕事をしております。

現場に軸足を置き，現場の意見を尊重して業務運営してゆくこと

を基本理念とし，これからも主張すべきは十分に主張する，さりな

がら，主張がそのまま通るという考え方は，むしろ非現実的であり，

社会情勢を考える場合，現実的な対応もしてゆかねばならないこと

で，会員各位の理解を得たく思います。

新水先制度の運用にあたっても，今申し上げた観点からスタート

したいと考えております。

新水先法としてのグランドデザインができ上がり，素描デッサン

が大きなキャンバスに描かれ，ある個所は色は塗られ，ある個所は

これからという状態と，想定頂きたいと思います。

pilot／ 5
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これから私達は，このキャンバスに色付けをし，完成に近づけて

ゆかねばならないと考えます。

制度改革の主要ポイントの一つは，近年多くの分野で要求されて

いる社会的な透明性，公平性，適確性，効率性であり，更に言えば

自主，自立性です。水先人は制度的にある種の規制に守られてきて

おり，特殊閉鎖集団と見なされているとの指摘は，あながち否定で

きないと思います。

かかる案件について検討が行われ，要請事項が適確に法律に導入

されたところであります。

もう一つのポイントは，後継者の育成・確保の問題です。資格要

件が大きく緩和されましたが，「水先をすることができる者の資格

要件を定め，その養成及び確保のための措置を講ずること」が法の

目的として新たに織り込まれました。

水先人の養成制度が極めて重要であるとの認識そのものでありま

す。登録水先人養成施設における座学等の修習課程にあって，特に

水先現場における修業が効果的であり，かつ，十分な後継者育成の

ための方策を採ることが水先人に強く要請されることとなり，我々

としては安全レベルを確保する意味からもそれに応えなければなら

ないと思います。



潜在能力の高い若い人達が養成施設の門を叩き，近い将来その課

程を修了し，水先人として活躍してくれることを夢みております。

そのためにも水先業務が魅力ある働きの場であり続けることを願

ってやまないところです。

更に関連事項として，小規模水先区に対する水先業務支援体制へ

の取組みがあります。派遣ルールの策定，複数免許取得手順など水

先人の異動を伴う事項であるだけに慎重な検討を要すると思いま

す。

グローバリゼーションの時代，情報は国境を越え，ビジネスは世

界に展開する時代です。

海運界も好業績を続けておりますが，原油高騰の影響が，これか

らどのように出てくるのか懸念されるところです。

私達水先人は，海事産業界の一員として安全の一翼を担っており

ますが，一方，国際競争の中で生き抜いていくとの意識改革が必要

と考えます。

水先業務の重要性に自信を持ち，公共性の高い業務との認識を持

って高品質のサービスを提供し，正当な意見を展開し，周囲の意見

にも耳を傾ける姿勢を持ちたいものです。

pilot／ 7
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難問は山積しておりますが，会員相互の緊密な協力の下，これか

らも冷静かつ大胆に対応してゆく所存です。

最後に，私達水先人の最大の使命は海難事故を起こさないことで

す。安全な運航，周辺海域環境の保全にこれからも万全を期せられ

ることを切にお願いして私の就任の挨拶と致します。
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日本パイロット協会第 43 回通常総会は，

平成 18 年 5 月 25 日，東京において，全国

39水先人会から正会員 94名の参加を得て開

催された。

開会に先立ち，昨年度の総会以後に物故さ

れた会員 33 名の方々のご冥福を祈り，出席

者全員が黙祷を捧げた。

1．協会長の挨拶

開会の辞に続き，議長に選出された荒銀会

長から次の挨拶があった。

・昨年の通常総会以降，この1年間を振り返

ると，私達が直面し，対応してきた種々の問

題の中で，最大の課題は何といっても半世

紀振りの水先制度の抜本改革であった。水

先法の改正法案が今国会に提案され，衆参

両議院において賛成多数で可決成立した。

・この法案は2年近い年月をかけ，水先制度

改革の懇談会や交通政策審議会において議

論を重ねてきたものであるが，その間，当

協会としても，会員の英知を結集し，意見

の統一を図りつつ一致して対応することが

できた。会員各位の高い見識からの判断に

対し，ここに改めて敬意を表したい。

・今後はこの法律に基づき，政令・省令と具

体的事項が決定されていくことになるが，

平成 19 年度から施行される新水先法への

移行が円滑に進み，安全性を確保しつつ業

務運営の効率化，適正化を図り，継続性のあ

る制度として定着するよう努力することを，

本総会において会員各位と共に確認し合い

たいと思う。そのことが海事産業の一員と

しての役割を果していくことになり，私達

への評価につながるものと確信している。

・最近の社会情勢をみると，JR 西日本の列

車脱線事故などを契機として安全の重要性

が大きく取り上げられるようになり，水先

業務についても船舶交通の安全確保が今ま

で以上に強く求められている状況にある。

・会員各位もこのことは十分に承知されてい

ることとは思うが，改めて水先人の使命で

ある安全運航，海洋環境保全，併せて運航

能率の増進に向けて一層精励されることを

願い，開会のご挨拶としたい。

2．主な議案及びその審議

続いて下記の議題が報告・提案された。

（1）会務報告

（2）平成 17年度収支決算及び平成 18年度収

支予算

（3）平成 17年度事業報告及び平成 18年度事

業計画

・水先を取り巻く情勢について

・水先制度改革について

・強制水先免除制度について

・水先料金の見直しについて

・特別会費制度について

事務局

第43回通常総会報告第43回通常総会報告
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・定款施行細則の改正について

・海難防止対策について

・その他の諸事項について

以上の説明の後，各議題について質疑応答

等が行われた結果，すべての議題が満場一致

で承認可決された。

3．役員の承認について

平成17年度第 3回理事会及び平成18年度

第 1回理事会において推薦された平成 18 年

度役員について報告があり，満場一致により

次のとおり承認された。（＊印は新任）

＊会　　長：芦見　信孝

＊副 会 長：西田　　勉（大阪湾）

＊副 会 長：小野　嘉久（東京湾）

専務理事：松原　昭一

常務理事：中村　祐三

（他の理事及び監事は略）

4．優秀船舶に対する表彰式「ベストクオリ

ティーシップ賞」

この賞は，船舶の航行安全を通じた港湾や

海洋環境保護の観点に立って設立したもの

で，3年目となる 2005 年度は，全国 12地区

において，昨年 9～ 10 月に水先人が乗船し

た船舶を対象とし，本船乗組員の協力体制，

航海設備及び乗下船設備の整備状況の面から

選定した 7隻の優秀船舶（日本船 3，外国船

4）の代表者に対し，表彰状と記念品を贈呈

した。

以上で第 43 回通常総会の議事がすべて終

了し，荒銀議長より閉会が宣せられ，散会し

た。

なお，総会後の懇親会には，松村龍二国土

交通副大臣，泉信也参議院議員及び菅義偉総

務副大臣が来賀され，ご挨拶を賜った。また，

海運関係各社及び関係団体の来賓を多数お迎

えし，水先業務に対する日頃のご理解とご協

力に対して感謝の意を表した。

新役員

（左から，芦見会長，西田副会長，小野副会長，松原専務理事，中村常務理事）
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水先制度改革については，本年5月に通常

国会で可決された新しい水先法に沿って具体

的な内容に関する検討が進められています

が，その中でも「水先人の養成制度」は，各

水先人会の業務運営体制の構築等と並んで新

制度における重要な改革項目であります。

新水先法の第2章に水先人の免許等級や養

成施設等に関する条文が設けられましたが，

この部分が水先人養成に係わる新たな規定で

す。従来，水先人の資格要件としては三級海

技士以上の船長履歴が要求されてきました

が，現実には殆どが一級海技士として 3年以

上の実歴を有する船長経験者が水先人となっ

てきました。制度変更後は，資格要件が「実

務経験のない3級海技士以上」と拡大される

ことになり，この資格を有する新卒者や航海

士にも新たな道が開かれます。このため，水

先人免許に等級制を設け，養成制度の導入を

図ることとされたものです。もちろん，試験

制度も変更されます。

実務経験のない 3 級海技士の受入は平成

20年度以降となる見込みですが，平成 19年

度早々からも船長経験者を継続して受け入れ

る必要があるため，養成カリキュラム等に関

する検討が早速開始され，養成システムの整

備が急がれています。

具体的には，水先人養成支援団体としての

役割は（財）日本海技協会が担うと予測されて

おり，同協会を中心に各養成施設（東京海洋

大学，神戸大学，海技教育機構）が座学過程

を，船社が外航船等における乗船実習を，更

に各水先人会が水先区における実習をそれぞ

れ受け持つという構想の下，養成システムの

具体化が進められています。

このような経緯から，今号では「水先人の

養成について」と題して特集記事を掲載する

こととし，教育機関側から東京海洋大学 萩

原秀樹教授，神戸大学海事科学部 林祐司教

授，独立行政法人海技教育機構 佐藤尚登理

事に，また水先人側からは担当委員会の委員

である斎藤徹郎（横須賀），小出旻（東京）

両水先人に，これまでの検討に参画してこら

れた立場から解説や見解を寄稿頂きました。

国際競争が日本の海運や港湾に厳しい運営

を強いている状況の中，水先人養成の成否は，

安定した水先人確保と業務提供を左右するこ

とになり，また，高品質の水先業務が提供で

きなくなれば，ユーザーである船舶の航行安

全や運航能率に直接影響を及ぼすことになり

ます。

特  集�

（社）日本パイロット協会
会長

芦見　信孝

水先制度改革の進展状況について

―水先人の養成について―

―水先人の養成制度―
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例えば水先人免許の等級制ひとつとって

も，等級毎に嚮導できる船舶の大きさを制限

して安全に配慮するとはいえ，同じ港湾や水

域において各等級の水先人が同時に業務を実

施することとなりますので，例え部分的であ

っても業務水準の低下を招くことは許されな

いというのが水先人全員の一致した認識であ

り，この観点から養成制度の確立と充実は最

重要事項の一つと位置づけています。

また当協会においては，水先人養成以外の

水先制度改革項目についても，来年4月の新

制度スタートを目指して綿密な検討を進めて

います。国土交通省では，水先法施行令及び

施行規則の規定に関する検討を鋭意進めてお

られ，今後，具体的な内容が徐々に決定され

ていく段階を迎えますが，当協会においても，

新制度移行後の各水先区における業務提供を

安全に実行し，ユーザーの方々の満足が得ら

れるものとなるよう，十分な検討を重ねてい

く所存です。その実現のため，引き続き関係

各位のご支援と会員の皆様の協力をお願い申

し上げる次第です。

水先人の養成について 特集

海　事　情　報

―― IMPA 会長の感謝状――

本年 5 月、IMPA 会長から、日本パイロット協会の貢献に対する感謝状

が贈呈されました。IMPA の活動に対し、当協会が長年にわたって役員や

顧問として参画し、また乗下船安全など技術関連事項の提言を行ってきた

ことが評価されたものです。
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１．はじめに

「日本のパイロットのイメージは？」と尋

ねると，学生のほとんどは，「地味なジャケ

ットを着てクラシックな帽子をかぶり，パイ

ロットラダーを一生懸命昇ってくる少し若い

おじいちゃん」と答えます。私も，この「パ

イロット＝船長上がりの初老の紳士」という

イメージを東京商船大学の学生の時にはずっ

と持っていました。

しかし，大学院時代から 4回，PSW航路

のコンテナ船でウェザールーティングの実船

実験を行う機会があり，そこで見たカリフォ

ルニアのパイロット達は，若くてパワフルで，

素晴らしい操船技術を持っていました。写真

1は，1983 年 12 月にロサンゼルス港を出港

中のコンテナ船から撮ったものです。タグボ

ートを自由に使いこなし，反航の巨大船同士

を船幅以下の間隔で通過させる操船には，感

動を覚えました。

米国のパイロット養成制度は日本のものと

はかなり違うなと思いましたが，その当時は，

パイロット養成制度は各国固有のもので，日

本における「3,000G/T以上の船舶における3

年以上の船長経験を有すること」というパイ

ロットの資格要件は，簡単には変わらないだ

ろうと思っていました。

ところが，私が東京商船大学を卒業した

1976 年頃から外航海運会社は日本人船舶職

員の新規採用を極度に減らし続けた結果，

1990 年代の後半には，外航船の日本人船長

の激減により，このままでは日本の水先制度

が破綻することが明らかになってきました。

そこで東京商船大学では，1998 年に「水先

人教育調査プロジェクト」を立ち上げ，欧州

と米国における水先人教育の実態調査を行

い，大学が水先人教育にどのように貢献でき

るかを検討しました。

その結果，航海士免状を持つ者を対象とし

て，大学院レベルの特設専攻科を開設し，パ

イロットとして必要な基礎部分の教育を，座

特  集�

東京海洋大学
海事システム工学科長

萩原 秀樹

東京海洋大学における水先人養成プログラム

―水先人の養成について―

写真 1 パイロットにきょう導され，

ロサンゼルス港を出港中のコンテナ船
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学，操船シミュレータ訓練および実船実習に

よって行う新しい水先人養成制度を提言しま

した（水先人教育調査報告書，1999 年 4月，

東京商船大学）。そして，国土交通省や日本

パイロット協会の方々にこの新しい養成制度

を説明し，水先法の改正を含めた早急な対応

が必要である旨をお伝えしました。

それから6年，水先制度に関する議論は急

展開を見せ，2005 年 7 月に国土交通大臣か

ら交通政策審議会（水先制度部会）に対し，

「水先制度の抜本改革のあり方について」の

諮問がなされ，同年 11 月に答申が出されま

した。そして，2006 年 5月 19 日に新しい水

先法が公布され，2007 年 4 月 1 日から施行

されます。現在，東京海洋大学では，この新

水先法に規定される「水先人養成施設」とし

て，2007 年 4 月から水先人養成教育をスタ

ートさせるべく準備を進めています。以下に，

その概要を紹介致します。

２．東京海洋大学における水先人養
成プログラム

東京商船大学では，水先制度改革の急速な

展開を受けて，2003 年から再び水先人養成

に関する検討会を立ち上げ，新しい水先制度

について多くの議論を行ってきました。2005

年 9月には，東京海洋大学・経営企画室の中

に「水先人養成制度検討会」を設け，全学的

な組織として水先人養成に関する検討を続け

てきました。そして，2006 年の初めから国

土交通省・海技資格課や神戸大学・海事科学

部等と緊密な連絡を取りながら，水先人養成

プログラムを準備しつつあります。

以下に，2006 年 6 月末の段階での水先人

養成プログラムを示します。

2.1 水先人養成教育の担当組織

三級水先人の養成（新規）は，大学院・海

洋科学技術研究科・博士前期課程（修士課程）

の海運ロジスティクス専攻の中に，「水先人

養成コース」を新設して行われます。この水

先人養成コースの学生は，2年間は正規の大

学院生であり，大学院の入学試験をパスして

入学しなければなりません。養成期間は2年

6 ヶ月で，修士課程の正規学生として 2 年，

その後大学院の科目等履修生として 6ヶ月勉

強することになります。

二級水先人および一級水先人の養成（新規）

については，大学院の科目等履修生として養

成を行い，それぞれ1年 6ヶ月および 9ヶ月

の養成期間です。

2.2 水先人養成教育の内容

三級・二級・一級水先人の養成教育内容

（案）を，表 1に示します。（授業科目名等，

細部は修正される可能性があります。）

三級水先人を養成する「水先人養成コース」

においては，座学 13 科目（26 単位），操船

シミュレータ演習 6 科目（6 単位），操船実

験 1 科目（1 単位），インターンシップ 5 科

目（13単位），それに特別演習（4単位），特

別研究（修士論文）（8 単位）を予定してい

ます。座学のうち，水先安全管理論と海上法

規論については，水先業務を熟知した現役の

パイロットの方に非常勤講師として講義担当

をお願いしたいと考えています。座学の 13

科目は，海運ロジスティクス専攻の授業科目

として設定されており，水先人養成コース以

外の学生も受講出来ます。

操船シミュレータ演習は，養成コースの目

玉となるもので，様々な操船局面における操

船訓練や，BRM訓練および英語によるコミ

ュニケーション訓練を徹底的に行う予定で

水先人の養成について 特集
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す。この操船シミュレータ演習のトレーナー

として，ぜひ現役のパイロットの方にご指導

をいただきたいと考えています。

操船実験，インターンシップⅠ，インター

ンシップⅡは，それぞれ学内練習船，外航船，

内航船を用いた操船訓練（航海当直を含む）

です。インターンシップⅢはタグボート乗船

訓練で，タグボートの操船法について学びま

す。インターンシップⅣ，Ⅴは水先現場訓練

で，パイロットと共に船舶に乗船し，水先業

務の実際を学ぶものです。インターンシップ

Ⅳ（4ヶ月）は 2年間の修士課程内に置かれ

ており，何回かの期間に分けて座学や操船シ

ミュレータ演習の間に入れられる予定です。

インターンシップⅤ（6ヶ月）は修士課程修

了後，科目等履修生として修得するものです。

航海性能論，国際海上安全管理学，水先安

全管理論と海上法規論の4科目と操船シミュ

レータ演習6科目，操船実験1科目，インタ

ーンシップ5科目は新設科目です。なお，水

先人養成コースの学生にも修士論文の作成が

義務づけられており，2年間で所定の単位を

修得し，学位論文の審査と最終試験に合格す

れば，修士（工学）の学位が授与されます。

水先人の養成について特集

○の中の数字は単位数�

 区分 三級水先人 二級水先人 一級水先人�

 
身分

 修士課程（2年）
 科目等履修生（1年6ヶ月） 科目等履修生（9ヶ月）�

  科目等履修生（6ヶ月）�

 航海情報論　② 環境予測論　② 航路計画論　②�
 航路計画論　② 航路計画論　② 航海性能論　②�
 ナビゲーション工学　② ナビゲーション工学　② 運航システム設計工学　②�
 移動体通信システム　② 航海性能論　② 環境予測論　②�
 運航システム設計工学　② 運航システム設計工学　② 海上法規論　②�
 船体運動解析学　② 船体運動解析学　② 操船シミュレータ演習Ⅴ　①�
 環境予測論　② 水先安全管理論　② 操船シミュレータ演習Ⅵ　①�
 医療情報　② 海上法規論　② インターンシップⅧ　②�
 海事英語論　② 操船シミュレータ演習Ⅳ　① インターンシップⅨ　③�
 航海性能論　② 操船シミュレータ演習Ⅴ　①�
 国際海上安全管理学　② 操船シミュレータ演習Ⅵ　①�
 水先安全管理論　② インターンシップⅢ　①�
 海上法規論　② インターンシップⅥ　③�
 特別演習　④ インターンシップⅦ　④�
 特別研究（修士論文）　⑧�
 操船シミュレータ演習Ⅰ　①�
 操船シミュレータ演習Ⅱ　①�
 操船シミュレータ演習Ⅲ　①�
 操船シミュレータ演習Ⅳ　①�
 操船シミュレータ演習Ⅴ　①�
 操船シミュレータ演習Ⅵ　①�
 操船実験　①�
 インターンシップⅠ　②�
 インターンシップⅡ　①�
 インターンシップⅢ　①�
 インターンシップⅣ　④�
 インターンシップⅤ　⑤�

授業
科目�

表 1 東京海洋大学大学院における水先人養成教育内容（案）
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二級水先人と一級水先人の養成プログラム

は，三級水先人の授業科目の中から上級の水

先人にとって必要な科目を選択し，それにあ

る程度の補講や課題を付け加えることで構成

されます。授業内容に関しては，三級，二級，

一級の違いはほとんどないものと考えていま

す。大学院レベルの授業として，水先人が理

解しなければならない航海・操船等の理論を

系統的に教授することが重要です。

操船シミュレータ訓練については，VLCC

や LNG船の操船等，三級では扱わないシナ

リオが二級・一級では加えられるでしょう。

二級におけるインターンシップⅥ，Ⅶは合計

8ヶ月の水先現場訓練，一級におけるインタ

ーンシップⅧ，Ⅸは合計4ヶ月の水先現場訓

練です。

2.3 水先人養成コースの学生募集

いろいろな海事教育機関の学生が，三級水

先人を目指して水先人養成コースにチャレン

ジするでしょうが，ここでは東京海洋大学・

海洋工学部と神戸大学・海事科学部の学生に

限って話をします。現在の4年生はほぼ就職

が決まってしまっているため，現在の3年生

が乗船実習科（帆船実習）を修了する直後の

2008 年 10 月から養成教育を始めたいと考え

ています。（一級水先人については，各水先

区における必要な水先人数を確保するため

に，2007 年 4 月から養成教育を始める予定

です。）

すでに現在の3年生の中には，三級水先人

に就職ターゲットとしての興味を持っている

者が少なからずおり，如何に彼（彼女）らに

パイロットの職業としての魅力を伝えていく

かが重要なポイントとなります。優秀な三級

水先人を養成するには，パイロットという職

業を強く志向する優秀な学生を確保すること

が不可欠で，そのためには例えば養成支援団

体等による就職説明会や大型船におけるパイ

ロット業務の見学会などを積極的に行うべき

です。外航船社はすでに3年生に対して採用

活動を始めており，早急に三級水先人のリク

ルートを開始しなければなりません。

東京海洋大学の水先人養成コースは，養成

支援団体が決定した養成支援対象者のみが入

学してくることを想定しています。そこで，

優秀な学生を水先人養成コースに入学させる

には，現在の 3年生に対して 2007 年 4 月以

前に養成支援対象者の選考試験を行い，三級

水先人へのゲートを開いてあげることが必要

です。現在，大手船会社は4月早々から入社

試験を実施しており，選考試験が遅れれば優

秀な学生は大手船会社に流れてしまいます。

この選考試験で養成支援対象者となった学

生は，その後 2007 年 8 月末に海運ロジステ

ィクス専攻の入学試験を受け，それに合格す

れば，2008 年 9 月に乗船実習科を修了後，

10 月から水先人養成コースで勉強を始める

こととなります。

３．若きインテリジェント・パイロ
ットの養成に向けて

三級水先人の養成は，全く新しい教育シス

テムによりなされるもので，今後日本の水先

人の相当数が三級水先人と三級からの進級者

で占められることから，その教育システム構

築の成否が日本の海上交通と港湾の安全を左

右するといっても過言ではないでしょう。

東京海洋大学における三級水先人養成は，

上述のように大学院の修士課程において行わ

れるので，座学においては航海・操船等に関

するハイレベルな理論や研究成果が教授され

ます。操船シミュレータ演習では，英語によ

るコミュニケーション訓練，BRM訓練，避

水先人の養成について 特集
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航操船，離着岸操船等，水先人として必要な

技能訓練が徹底的になされます。さらに，学

内練習船，外航船，内航船およびタグボート

による乗船訓練で様々な操船法を学び，水先

現場訓練により現場海域での水先業務の実際

を学びます。

このように，三級水先人養成プログラムは

非常にタイトなものとなりますが，乗船訓練

を極力夏季・春季休業中に行うことで，座学

や操船シミュレータ訓練の連続性を確保でき

るよう，現在具体的な養成スケジュールを組

み立てているところです。

修士（工学）の学位を有する若きインテリ

ジェント・パイロットの養成に向けて，東京

海洋大学は着々と準備を進めていますが，こ

のパイロット養成教育には豊富な経験を持つ

現役パイロットの方々のご協力が不可欠で

す。座学の一部と操船シミュレータ訓練にお

いては，ぜひ現役パイロットの方々のご指導

を頂き，Theory と Practice の調和のとれた

教育を行いたいと考えています。

2011年 4月，2年 6ヶ月の養成教育を終え

た第1期の三級水先人が，堂々と大型船をき

ょう導できるよう，全力で養成プログラムの

構築を進めたいと思います。

水先人の養成について特集


